
７ ６ ※事業所用控え ※提出用７ ６

※裏面を確認してください。

（普通徴収
の先頭）

特別徴収の対象となる人数分 特別徴収できず、普通徴収の
対象となる人数分

提出期限：令和７年 1月31日

໐給与支払報告書（個人別明細書）は、下記のとおり１人につき１枚を提出してください。
⑴　特別徴収できない方がいる場合は、「仕切紙」を記入の上、総括表とあわせて提出してください。
⑵　徴収区分の誤りを避けるため、下図のような順序で、輪ゴム又はホチキスで留めて提出してくだ

さい。



７ ６

７ 金

※提出用

໐注意事項

追加　訂正
・提出後の追加人員分の報告は「追加」を「○」で囲んでください。
・提出後の訂正人員分の報告は「訂正」を「○」で囲んでください。

・提出後の徴収区分の変更等の報告は、異動届出書を提出してください。

※送付先の登録がある場合は、送付先を記載しています。

※徴収区分は新年度（７年度）の住民税用です。


